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　１　総社市の概要

１　総社市の概要

　総社市は、岡山県の南部に位置し、市の中央部を岡山県の三大河川の一つ高梁川が南流し
ている。北部は吉備高原につづく山々に囲まれ、南部は高梁川両岸に豊かな平野が広がる。
さらに、瀬戸内特有の温暖な気候に恵まれ、従来から地震や台風などによる大災害も少なく、
いたって温和な自然環境である。
　旧総社市は、昭和２９年３月に総社町と周辺６村が合併し、市制を施行した。当時の人口
は３６，９６８人、面積１２８．３７㎢であった。その後、昭和４７年４月に吉備郡昭和町を編入。
旧総社市は平成１７年３月２１日に閉市し、翌２２日、旧総社市・山手村・清音村が新設合
併し、新「総社市」が誕生した。現在の人口約６８，０００人、面積２１２㎢である。
　総社市は、古代吉備文化の発祥の地として栄えた歴史と文化、広い平野と豊かな水、深い
緑に恵まれた美しい自然環境を生かしながら、東瀬戸内圏における内陸部の軽工業、県南広
域圏におけるホームタウン、都市近郊型農業、観光レクリエーションの地域として、その基
盤整備を推進し、岡山県南における一中核都市としての重要な機能を担いながら限りない発
展を続けている。

●　市民憲章　●

　わたくしたちは、美しい自然と豊かな吉備文化にはぐくまれている
総社市民です。
　このことに誇りと責任をもち明るく豊かなまちをつくることにつと
めます。
　１　郷土を大切に　美しい環境を　まもりましょう。
　１　生涯学び　明るい家庭を　きずきましょう。
　１　たがいに助け合い　あたたかいまちを　つくりましょう。

平成１８年３月２２日制定
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　2 　教育委員会

１　教育委員

委　員
三宅眞砂子

委　員
小鍛治一圭

教育長
山中　榮輔

委員長職務代理者
林　直人

委　員
下山　洋子

　役 職 名   氏　　名 　　　　　　　任 　　期

　委員長	 米谷　正造	 平成 26 年 5 月 12 日	〜　平成 30 年 5 月 11 日
　委員長職務代理者	 林　　直人	 平成 24 年 5 月 12 日	〜　平成 28 年 5 月 11 日
　委　員	 小鍛治一圭	 平成 24 年 5 月 12 日	〜　平成 28 年 5 月 11 日
　委　員	 下山　洋子	 平成 25 年 5 月 12 日	〜　平成 29 年 5 月 11 日
　委　員	 三宅眞砂子	 平成 27 年 5 月 12 日	〜　平成 31 年 5 月 11 日
　教育長	 山中　榮輔	 平成 25 年 5 月 12 日	〜　平成 29 年 5 月 11 日

委員長
米谷　正造

総社市
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位　置　…　東経 133°44′57″　北緯 34°40′10″
面　積　…　212.00 ㎢［東西 20.3 ㎞、南北 17.3 ㎞］　
人　口　…　67,889 人［男 32,991 人、女 34,898 人］
世帯数　…　25,884 世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 27 年 6 月末日現在）

市制施行　平成 17 年 3 月 22 日
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２　総社市の位置
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　３　教育の基本方針（１）

１　教育行政の基本方針

　『総社市民憲章』及び『そうじゃ教育大綱』を基本理念としながら、本市の目指す将来都
市像「地域・文化・自然が支える心豊かな生活交流都市」の実現のため、歴史や風土の中
で育まれてきた吉備文化と密接にかかわりあいつつ、地域と協働して「生きる力の育成」「学
ぶ意欲と人権尊重の社会の構築」「ゆとりと生きがいの創造」のために、「郷土を愛し　夢
に向かって共に伸びる人づくり」に向けて、次の事項を総合的に取り組む。
												
１　生涯学習の推進

　　市民一人ひとりが生涯にわたって、だれもが、いつでも、どこでも学習できる生涯学習
社会の構築を目指し、学習内容の充実を図ることはもとより、学んだ成果を活かすことが
できる環境づくりに努める。

２　家庭・地域の教育力の向上

　　家庭・学校・地域がそれぞれの役割を再認識し、互いに連携し支え合う中で、家庭・地
域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもたちの成長を支援していく体制づくりに努め
る。

３　学校教育の充実

　　「だれもが行きたくなる学校づくり」及び「総社っ子輝きプラン」を通して学校適応促進
や学力向上に努めるとともに、心の教育や特別支援教育の充実を図り、総社を愛し、心優
しく、礼儀正しい子どもの育成に努める。

４　幼児教育・保育の充実

　　「子ども・子育て支援事業計画」を基本として、保育所における待機児童解消に重点を置き、
幼児期の学校教育と保育を一体的に提供するきよね認定こども園の充実を図りながら、幼
稚園 17 園、保育所 13 園、認定こども園１園の合計 31 園で、心情・意欲・態度・基本的生
活習慣等、生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児教育・保育に取り組む。

５　文化芸術活動の推進

　　市民の文化芸術活動の活発化及び多様化を促すとともに、施設整備や文化芸術活動に接
する機会の拡充に努める。また、美術品などの適切な保管、活用を図る。

６　文化財の保護・活用

　　文化財の適切な保存、活用を図るとともに、保護意識を高めるために文化財の解説・紹
介を行い、吉備文化を継承することに努める。

７　スポーツ活動の推進

　　市民一人ひとりが健康で、だれでも、いつでも、どこでもスポーツに親しむことができ
る生涯スポーツ社会の実現に努める。また、関係する各種団体の育成や支援、指導者の養成、
青少年の健全育成などスポーツ環境の充実に取り組む。

８　人権教育の充実

　　自由で平等な社会を築いていくために、すべての人の人権の尊重と個人の尊厳について
の理解と認識を深める人権教育を展開する。

９　教育施設の整備・拡充

　　既存教育施設の適切な維持管理に努めるとともに、生涯学習・学校・文化・スポーツ施
設の整備・拡充を進める。

　　特に、学校施設の耐震化について、重点的に耐震補強を図る。

　　上記重点事項の推進に当たっては、国・県の教育行政の動向に注視し、かつ、関係教育
機関との連携を密にして、広く市民の理解と協力を得ながら、これを推進するものとする。

２　機構と事務分掌

放課後児童クラブ（14）
小学校（15）
中学校（4）
給食調理場（2）
適応指導教室（ふれあい教室）

幼稚園（17）
保育所（2）
きよね認定こども園
総社はばたき園

社会教育係

人権教育係

体育振興係

文化振興係

文化財係

教 育 委 員 会

教 　 育 　 長

教 育 次 長

庶 務 課

中央公民館（分館５）
東公民館（分館３）
西公民館（分館５）
昭和公民館（分館４）
山手公民館（分館３）
清音公民館
青少年育成センター
図書館・視聴覚ライブラリー
水辺の楽校（２）
きよね夢てらす

教育集会所（２）

スポーツセンター
総社北公園陸上競技場
武道館
高梁川河川敷グラウンド
山手スポーツ広場
清音ふるさとふれあい広場
清音河川敷グラウンド

総合文化センター
勤労青少年ホーム
総社吉備路文化館

埋蔵文化財学習の館
鬼城山ビジターセンター

教育委員会会議、規則、公告式
人事、研修、調査統計
物品の管理、財産管理、教材教具
就学援助、特別支援教育就学奨励
施設台帳、学校等の建築計画

教育課程、学習指導
教科用図書、教育評価
教職員の人事
教職員研修、教職員の服務
学校保健、安全教育
学校給食、通学区域、就学事務
放課後児童クラブ
その他学校教育に関すること

保育所・幼稚園・認定こども園への入所（園）
就学前こどもの支給認定
児童発達支援センター
障がい児支援
保育士、幼稚園教諭の人事・研修

社会教育委員、生涯学習
青少年教育、婦人教育
その他成人教育
ＰＴＡ、社会教育関係団体 
社会教育施設の管理運営

人権教育の推進
人権教育に係る連絡調整

スポーツ推進委員
スポーツ推進審議会
スポーツの指導および奨励
レクリエーション活動の指導
スポーツ諸団体の指導

文化・芸術の振興
文化団体の育成
その他文化振興に関すること

文化財保護審議会
文化財の保護
文化財保護思想の啓発・普及
埋蔵文化財の調査研究
その他文化財に関すること

学校教育課

こども夢づくり課

生涯学習課

文 化 課
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　　　教育の基本方針（２）

３　基本方針の具体的展開

　私たちのふるさと総社市は、古代吉備文化発祥の地として栄えた歴史と文化、豊かな自然環境
に恵まれています。
　私たちは、郷土のよさを活かし、さらに魅力ある住みよいまちづくりをする中で、次代を担う
子どもを育成する必要があります。次代を担う子どもとは、郷土を愛する子ども、共に生きる子
ども、夢や目標に向かって努力する子ども、正しいことは勇気をもって行う子どもと考えます。
　そのため、まず総社市の目指す子ども像として「郷土を愛し　夢に向かって共に伸びる子ども」
としたうえで、本市では、子どもたちを社会全体で育む中で、市民一人ひとりも「郷土を愛し 
夢に向かって共に伸びる人」となることを目指し、次の事項について取り組みます。

◆生涯学習の推進

１　生涯学習のまちづくりの推進

（１）児童生徒が、日本（郷土）の歴史や伝統・文化の豊かさや価値に気付き、生まれ育っ
た郷土や自国に誇りと愛着を持てるようにするために、学校支援ボランティア（雪舟
スクールサポーター）等の人材を活用して、歴史や伝統・文化を題材とする児童生徒
のための生涯学習の機会を設ける。

　　　・文化振興関係者との連携により、地域住民の中から必要な人材の発掘を行う。
　　　・学校教育関係者との連携により、小中学校へ歴史や伝統・文化に根ざした生涯学
　　　　習プログラムの紹介とその活用を働きかける。
（２）幅広い層に向けて生涯学習の動機付けを行うため、生涯学習まちづくり出前講座、わ

くわくフェスティバル、吉備の里ふれあいウォークラリー等の生涯学習の機会を提供
する。

（３）初めて学ぶ人、より専門的に学びたい人などの要請に応えるために、学習到達度や目
的に応じた各種の講座を開設する。

２  学習活動を支援する人材の養成と活用

（１）地域の教育力を向上させ、児童生徒の学習活動を支援するために、各小中学校におけ
る学校支援ボランティア等や放課後子ども教室の中で、地域の人材を活用した学習支
援活動を実施する。また、それを通じて、地域住民の生きがいづくりも行う。

（２）市民の多様なニーズに対応した生涯学習を推進するために、まちづくり出前講座の拡
充や新たな講座の開設を通じて、人材の養成と活用を図る。

３　公民館活動の推進

（１）市民の自主的な学習や地域活動の活性化のため、学習情報の提供とあらゆる世代が集
う場所としての取組を充実する。

（２）地域住民が郷土に愛着や誇りをもち、地域の絆を深めていくために、文化まつりや伝
統文化の継承を内容とする講座を開催する。

４  図書館活動の推進

（１）市民の読書要求にこたえるため、計画的に図書資料の整備を図る。
（２）インターネット上の横断検索システムを活用することにより、図書館間の相互貸借を

積極的に推進し、利用者への資料提供に努める。
（３）郷土資料・行政資料を中心とした地域資料の収集、保存に努める。
（４）図書館システムの充実を図り、利用者への的確で迅速なサービスの向上を図る。

生涯学習のまちづくりの推進

学習活動を支援する人材の養成と活用

公民館活動の推進

図書館活動の推進

家庭・地域の教育力向上の支援

基本的生活習慣の確立

青少年健全育成の推進

子ども読書活動の推進

高齢化社会への対応

心の教育の推進と国際理解教育の充実

特別支援教育の推進

確かな学力の向上

健やかな体の育成と安全教育の推進

開かれた学校づくりの推進と小中一貫教育の推進

学校力向上「きらめき交付金」（学校版一括交付金）の導入

保育所における待機児童の解消

きよね認定こども園の充実

公立施設のあり方の検討

幼稚園教育の充実

障がい児支援の充実

文化芸術団体・サークル等の育成

文化芸術活動の発表の機会の拡充

芸術鑑賞の機会の拡充

文化財の保護・保存

文化財の整備・活用

文化財の保護・保存啓発事業推進

文化財の調査

開発に伴う埋蔵文化財発掘調査

生涯スポーツの推進

世代に応じたスポーツ活動の展開

競技力の向上

学校における人権教育の推進

指導者の育成・確保

人権を尊重する環境づくり

学校施設の整備・拡充

学校給食共同調理場の整備・拡充

生涯学習施設の整備・充実

文化施設の整備・拡充

体育施設の整備・充実

バリアフリー化

生涯学習の推進

家庭・地域の教育力の向上

学校教育の充実

幼児教育・保育の充実

文化芸術活動の推進

文化財の保護・活用

スポーツ活動の推進

人権教育の充実

教育施設の整備・拡充
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２　教育行政の基本方針の体系



　

第
１
章　

総　

論

2015　教育要覧

98

Soja City Board of Education

　　　教育の基本方針（３）

（４）郷土の文化も他国の文化も尊重する多文化共生社会を担う人材を養成するため、中学
生の海外ホームステイ派遣と海外からのホームステイ生徒の受け入れを実施する。

（５）「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能を重視した英語教育と国際理解教育を充実す
るため、市費の外国語指導助手を増員する。

（６）日本語指導が必要な児童生徒の学習を支援するため、日本語指導担当教員と日本語教
育サポーターを配置する。

２　特別支援教育の推進

（１）児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、特別支援学級の教育を充実するため、特
別支援教育支援員等の市費非常勤講師を配置する。

（２）通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒への支援を充実するた
め、市費非常勤講師を配置する。

（３）障がいのある子どもの成長を促すため、校園内支援体制の構築に関する教職員研修を
実施する。

（４）就学指導の充実を図るとともに、就学前からの早期支援と保こ幼小連携のため、４歳
児発達支援プログラムを推進する。

　３　確かな学力の向上

（１）児童生徒の学力状況を的確に把握し、一人一人の学力状況に応じた学習指導の改善を
図るため、小学校５年生及び中学校２年生を対象にした市独自の学力調査を実施する。

（２）中学校のどの教科の授業も専門教科免許を有する教員が担当して教科指導の充実を図
るため、市費非常勤講師を配置する。

（３）児童生徒のコミュニケーションを豊かにし、学習意欲と学習の生産性の向上を図るため、
協同学習の指導に関する教職員研修を実施する。

（４）児童生徒にとって分かりやすい授業を推進するため、ＩＣＴを活用した授業の在り方
に関する教職員研修を実施する。

４　健やかな体の育成と安全教育の推進

（１）様々な健康課題に対応し、子どもが安心して学校生活を送ることができるようにする
ため、学校保健指導や学校保健管理を徹底する。

（２）学校給食を通じて食育を充実するため、「地・食べ」による地場産物を活用する。
（３）子どもの危険予測・危機回避能力を育て、犯罪被害に遭わないようにするため、防災

教育及び防犯教育を推進するとともに、総社市子ども安全・安心メール配信システム
を活用する。

５　開かれた学校づくりの推進と小中一貫教育の推進

（１）地域に開かれた信頼される学校づくりのため、学校評価を柱とするＰＤＣＡサイクル
を構築する。

（２）放課後等に小学生に適切な遊びと生活の場を提供し健全な育成を図るため、放課後児
童クラブを拡充する。

（３）学校や地域の主体性を生かし、地域と共にある学校をつくるため、学校支援活動や権
限委譲等を推進する。

（４）郷土への愛着を抱く子どもを育成するため、五つ星学園をモデルとした幼小中一貫教
育やコミュニティ・スクールの在り方について研究する。

６  学校力向上「きらめき交付金」（学校一括交付金）の導入

　校長に権限を与え、各学校の実情に応じた取り組み、及び特色ある学校づくりが可能とな
るしくみを構築し、学校力向上を目指す。

（５）	読者相談、図書予約サービス、レファレンスサービス等の充実に努める。
（６）図書館から離れた地域の利用者のために、自動車文庫の運行や公民館図書室とのネッ

トワークにより、地域の読書活動の推進に努める。
（７）	地域ボランティアや学校園と連携協力して、絵本の読み聞かせ等を実施することによ

り、子供の読書活動の推進に努める。
（８）公民館、学校などに対する配本活動の充実に努める。

◆家庭・地域の教育力の向上

１　家庭・地域の教育力向上の支援

（１）子育てに自信や対処の能力が低くなりがちな保護者を支援するため、相談を取り入れ
た講演会を実施する。

（２）親育ちを支援し、将来の親を育むため、赤ちゃん登校日を市内４中学校で実施する。
今年度実施予定校の実施時には、未実施校教諭の参観する機会を設ける。

（３）子育てに関する悩みや不安感を持つ親に、親同士の学び合いや仲間づくりの機会とし
て親育ち応援学習プログラムの活用を広げる。幼稚園ＰＴＡ研修会に養成講座修了者
を招き、幼稚園を中心に広める。

２  基本的生活習慣の確立

（１）各校園で作成した生活習慣改善カード及び「ぱっちり！モグモグ」“ツーウィーク”チ
ャレンジカード等を活用しながら、基本的生活習慣が定着するよう努める。

（２）保護者の協力を得て、家庭学習習慣を身に付けるよう努める。

３　青少年健全育成の推進

（１）青少年の居場所づくりや活動しやすい環境づくりを構築するために、青少年育成セン
ターと連携を図りながら青少年の実態や課題についての情報の収集と共有化を行う。

（２）青少年の健全育成に資する場を確保するために、わくわくフェスティバル、吉備の里
ふれあいウォークラリー、成人記念式、子ども会等の行事を活用し、主体的に活動で
きる機会を提供する。

４  子ども読書活動の推進

		第３次総社市子ども読書活動推進計画をもとに、子ども読書活動を推進する。

５  高齢化社会への対応

		高齢者を対象とした学習機会や活動場所の充実を図る。

◆学校教育の充実

１　心の教育の推進と国際理解教育の充実

（１）総社を愛し、心優しく、礼儀正しい子どもを育成するため、道徳教育との関連を図り
ながら、「ふるさと愛」「思いやり」「礼儀」に重点を置いた品格教育を推進する。

（２）不登校やいじめ問題を解決するため、ピア・サポートや社会性と情動の学習、協同学
習等の幼児児童生徒の対人関係能力を向上させるプログラムを推進する。

（３）豊かなコミュニケーション能力と国際的視野を備えた人材を育成するため、英語特区
において幼小中一貫した英語教育を推進する。
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　　　教育の基本方針（４）

◆文化芸術活動の推進

１　文化芸術団体・サークル等の育成

（１）文化芸術団体・サークル等の掘り起こしと育成に努める。
（２）（公財）総社市文化振興財団が行っている文化事業助成金を交付し、市民文化の創造に

寄与する。

２　文化芸術活動の発表の機会の拡充

（１）文化芸術団体・サークル等の文化芸術活動を発表する機会の提供に努める。
（２）総社市の芸術文化の向上を図るとともに、「第２回総社芸術祭 2015」を開催する。

３　芸術鑑賞の機会の拡充

（１）中央の優れた芸術家を招き芸術鑑賞の機会をつくり、文化芸術活動の普及に努める。
（２）くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学・総社市包括協定締結第４回記念コンサート、

親子のためのクラシックコンサート等を開催する。

◆文化財の保護・活用

１　文化財の保護・保存

　指定・登録文化財の拡大を図る。

２　文化財の整備・活用

（１）国指定史跡鬼城山環境整備事業の推進を図る。
（２）鬼城山以外の指定文化財の活用を計画的に推進する。
（３）市指定史跡一丁𡉕

ぐろ

古墳群の周辺にある古墳を含め、県指定史跡としての活用を検討する。

３　文化財の保護・保存啓発事業推進

（１）公民館講座、市民の歴史を学ぶ講座や文化財めぐりの説明などへ積極的に職員を派遣
する。

（２）市のホームページを活用して文化財を周知する。
（３）指定文化財で、説明板のない史跡は、順次標柱や看板を建立する。
（４）県指定文化財赤米の神饌を保護し周知するため、赤米大使による関係行事を実施する。
（５）民具・古文書の散逸を防ぐため、収集に努める。
（６）指定天然記念物の古木において、状態が悪化しているものについては樹勢回復・維持

に努める。

４　文化財の調査

（１）指定文化財以外の文化財調査を進める。
（２）石仏調査を継続し、成果を冊子として公表する。

５　開発に伴う埋蔵文化財発掘調査

（１）開発事業と遺跡保存の調和を図りながら事業を推進する。
（２）発掘調査報告書を計画的に刊行する。
（３）調査した遺跡の内容をわかりやすく解説したパンフレットなどの発行を進める。

◆幼児教育・保育の充実

１　保育所における待機児童の解消

（１）既存保育所において、施設規模や定員の弾力化の受入状況を踏まえ、質の向上に配慮
しつつ定員枠の拡大を進める。

（２）公立幼稚園での預かり保育の充実を進める。
（３）公立幼稚園施設の全体又は一部を社会福祉法人に譲渡（売却・無償譲渡）し、私立認

定こども園として運営することや、保育所分園として活用することを検討する。その
際には、既存の人員の活用に配慮したうえで、小学校の連携を強めるとともに教育の
質の向上により一層努めなければならないこととする。

（４）事業所内保育事業の実施を支援する。
（５）小規模保育事業の実施を支援する。

２　きよね認定こども園の充実

（１）待機児童の解消にむけた保育定員確保のために施設改修を実施する。
（２）手狭であった調理室を拡張し、アレルギーのある乳幼児にもこれまで同様対応し、安

全な給食を提供する。
（３）２箇所の職員室を１箇所にまとめることで、職員間の連携を密にする。
（４）幼保連携型施設のモデルとして、就学前の教育・保育の質の向上に努める。

　３　公立施設のあり方の検討

（１）公立保育所は、幼保連携型認定こども園へ移行する。
（２）公立幼稚園は、地域ニーズに応じて認定こども園への移行を検討する。

４　幼稚園教育の充実

（１）園児の対人関係能力の素地を育成するため、ピア・サポートや社会性と情動の学習に
係るプログラムを推進する。

（２）子どもの育ちや学びが次の段階に円滑につながるようにするため、保育所（園）や小
学校との連携を促進する。

（３）教育の資質・能力の一層の向上を目指すため、子どもの成長・発達に関する教職員研
修を行う。

５　障がい児支援の充実

（１）発達に偏りのある子どもに対し、個別支援計画を立て、児童発達支援・放課後等デイ
サービスなどを実施する。

（２）障がいのある子どもに対して、保育所・幼稚園・認定こども園において、専門家や専
門機関と連携しながら、心身の発育を促す。

（３）障がいの特性と子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた就学指導及び特別支援教育
を充実させる。
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◆スポーツ活動の推進

１　生涯スポーツの推進

（１）市民総合スポーツ祭やスポーツ教室などの事業の普及・啓発、充実を図る。
（２）スポーツクラブや体育協会などへの支援を通して、組織力の強化を図るとともに、共

働して生涯スポーツの推進を図る。
（３）スポーツ推進委員やスポーツの指導者へ研修・講習会を開催し、人材を育成・確保し、

活用を図る。
（４）指定管理者と連携を図りながら、施設情報を充実させ、提供する環境を整備する。
（５）指導者のリーダーバンクや団体・サークル間でコミュニケーションが図れるネットワ

ークシステムを構築する。
（６）関係機関等との連携を図り、総社市で最も大きなスポーツイベントである「そうじゃ

吉備路マラソン」の支援を行う。

２　世代に応じたスポーツ活動の展開

　関係団体と協力して、事業を企画・立案し、普及に努める。

３　競技力の向上

（１）体育協会を核にした事業の普及・啓発、充実を図る。
（２）各競技組織の整備・充実を図る。
（３）スポーツ指導者の研修会（講習会）などを通して人材を育成・確保し、活用を図る。
（４）指定管理者と連携して、スポーツに関する情報を充実させ、提供する環境を整備する。
（５）指導者のリーダーバンクや団体・サークル間でコミュニケーションを図れるようなネ

ットワークシステムを構築する。また、全国トップレベルの大会等を誘致し、競技へ
の関心を高め、競技人口と底辺の拡大を図る。

（６）総社市スポーツ振興表彰藤岡郁海基金を有効に活用し、顕著な成績をおさめた選手や
スポーツの普及・促進に功績のあった者を表彰し、スポーツの振興を図る。

（７）総社市少年スポーツ育成事業助成守屋忠弘基金を有効に活用し、少年スポーツの普及
と競技力の向上に努める。

◆人権教育の充実

１　学校における人権教育の推進

（１）ワークショップ等の参加体験型学習や現地研修会等の学習方法を工夫することにより、
教職員研修の充実を図る。

（２）各教科 ･道徳等を通して、差別や人権侵害等の出来事に接した際に直感的に「おかしい」
「許せない」と思えるような児童生徒の豊かな人権感覚の育成に努める。

（３）複雑・多様化が進む人権課題に対応するための教職員研修の充実を図る。

２　指導者の育成・確保

　様々な人権問題の解決に向けて、人権教育推進の指導者としての資質と指導力の向上を目
指して、人権教育指導者育成講座やＰＴＡ人権教育担当者研修会を計画的に行う。

３　人権を尊重する環境づくり　

　学校園においては、自分や他の人の大切さを認め合える雰囲気づくりと環境整備に努める。
また、社会教育施設においては、市民の方々のニーズや実態を踏まえ、人権の視点に立った
講座や講演会を通して、人権に関する多様な学習機会を提供する。

◆教育施設の整備・拡充

１　学校施設の整備・充実

（１）学校施設の耐震化のため、耐震診断の結果に基づく耐震補強工事を推進する。
　　今年度は、総社中央小学校外８校の耐震補強工事を実施する。また、総社小学校は、

改築に伴う基本設計を策定する。
（２）学校施設の適切な維持管理を図るため、各校園から提出された修繕要望に基づき、優

先度を考慮しながら、修繕を行う。　　　
（３）児童生徒が快適な学校生活を送ることができるよう、学習環境の整備に努める。
　　今年度は、市内小学校の普通教室にエアコンを整備するための設計を行う。

２　学校給食共同調理場の整備・拡充

　新設予定の学校給食共同調理場の基本計画の概要を作成し、管理運営方式を検討する。

３　生涯学習施設の整備・充実

（１）昭和公民館の移転新築整備事業、（仮称）常盤第２分館の新築整備事業の実施等、年次
計画を立てて老朽公民館、分館の改修・整備に取り組む。

（２）公民館 ( 地区館・分館 ) の現状を調査し、規模、配置等、新たな設置基準の策定作業を
進めていく。

４　文化施設の整備・拡充

（１）年次計画を立てて総合文化センター（市民会館、中央公民館、勤労青少年ホーム）等
の改修・整備に取り組む。

（２）（仮称）総社市美術博物館建設構想について調査・研究に努める。

５　体育施設の整備・充実

　年次計画を立てて施設を計画的に整備するとともに、指定管理者との協働による適正な管
理と運営に一層努める。

６　バリアフリー化

　必要に応じて、手すり・スロープ・段差の解消・エレベーター等の改修・整備に取り組む。

　　　教育の基本方針（５）
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その他
11.6%

その他
6.6%

地方交付税
24.2%

市債

10.8％

国庫支出金
12.7%

県支出金
6.0%

歳入合計

民生費
35.0%

衛生費
11.9%

土木費
10.2%

総務費
9.8%

歳出合計

教育費
12.4%

公債費
10.6%

農林業費
3.5%

繰入金
5.2%

261億3000万円261億3000万円

市税
29.5％

　４　教育関係の予算

◆平成２７年度総社市一般会計

1耐震化改築工事中
の総社東中学校

2楽しみながら英語
に親しむ維新幼稚
園の園児

3総社赤米大使相川
七瀬さんと新本小
学校５年生による
神田の田植え

1

１
２

３

2

3

１　平成 27 年度の教育関係の予算

　平成 27 年度の一般会計予算は、総社市の将来像「地域・文化・自然が支える心豊かな生活交流
都市」を基本方針とし、将来を見据え、無駄な部分を徹底的に削減した緊縮型予算となっている。
そのような中で、学校の自主性・自立性・独自性を図る学校一括交付金「きらめき交付金」の実施や、

「英語特区」によるひとづくりなど総社流の施策を展開していく。
　教育費については、32 億 4810 万 3000 円で、一般会計 261 億 3000 万円に対して 12.4％の割
合を占めている。総社市教育振興基本計画の「郷土を愛し　夢に向かって共に伸びる人づくり」の
実現を目指し、教育施設の整備・拡充、生涯学習の推進、スポーツ活動の振興、文化芸術活動の推
進と文化財の保護・活用などを重点に予算編成している。
　主な事業としては、総社中央小学校ほか７校耐震補強工事、総社東中学校耐震補強工事、総社小
学校改築に伴う基本設計、学力向上に向けての小学校普通教室のエアコン設置事業、学校一括交付
金「きらめき交付金」による学校力向上事業、昭和公民館移転新築事業（建物建築）、図書館エレ
ベーター設置事業、第２回総社芸術祭の開催、赤米の普及・啓発事業、老朽化した学校給食共同
調理場新築事業（基本計画策定）、学力向上対策として児童生徒の学力状況の把握をはじめ、指導
法の改善やだれもが行きたくなる学校づくり、英語特区における幼小中一貫した英語教育の推進と
ＰＲ、各学校の課題に応じた教員の加配などを実施する。
　また、民生費のうち、教育委員会所管の事務に係る予算については、21 億 5169 万 5000 円で
一般会計 261 億 3000 万円に対して 8.2% の割合を占めている。
　主な事業としては、待機児童解消のための「きよね認定こども園」改修事業、私立保育所への運 
営委託事業、障がい児の通所支援事業、放課後児童クラブの運営委託事業など、働く親が安心して
働き続けられるよう支援するとともに、きよね認定こども園をモデルにし、幼稚園・保育所共通の
幼児教育のあり方を検討する。
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　 項　　目　  予算額          
人件費    物件費     維持補修費     扶助費    補助費等   　　  

建　設　事　業　費

               補　助      単　独 　  合　計

教育総務費	 569,497	 250,226	 248,750	 	 34	 70,487	 	 	

小学校費	 485,627	 44,897	 250,670	 42,000	 60,769	 7,353	 		 79,938	 79,938

中学校費	 217,985	 39,233	 97,628	 10,900	 53,065	 6,359	 10,800	 	 10,800

幼稚園費	 549,111	 370,773	 167,458	 6,250	 	 4,630	 	 	

社会教育費	 1,002,312	 268,983	 208,263	 32,370	 	 34,078	 12,258	 446,360	 458,618

保健体育費	 423,571	 111,305	 243,768	 40,200	 	 17,810	 	 10,488	 10,488

　合　　計	 3,248,103	 1,085,417	 1,216,537	 131,720	 113,868	 140,717	 23,058	 536,786	 559,844

１９

2,694,662

△ 219,454

２０

2,860,582

165,920

２１

2,904,155

43,573

２２

2,545,674

△ 358,481

２３

2,680,276

134,602

２４

3,445,503

765,227

２５

3,724,732

279,229

26

3,967,593

242,861

27

3,248,103

△ 719,490

年度

総額

増減

◆教育費の推移

◆平成２７年度の教育費（当初）

教育費の構成割合

（単位：千円）

総社市昭和公民館等移転新築工事（完成イメージ図）
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　５　教育振興基本計画

総社市教育振興基本計画

　総社市教育委員会が進める事業の基本指針となるのが、教育振興基本計画です。
　計画期間は平成２３年度から平成２７年度までの５年間。おおむね１０年先を見通し、目指す
理念を「郷土を愛し　夢に向かって共に伸びる人づくり」としています。
　この理念を踏まえ今後５年間に、生涯学習の推進や家庭・地域の教育力の向上、学校教育
の充実、文化芸術活動の推進、文化財の保護・活用、スポーツ活動の推進、人権教育の推進、
施設の整備・拡充といったテーマ別に方向性やそのための取り組みを示しました。
　総社市の目指す子ども像としては、郷土を愛し、ともに生き、夢に向かって努力する、そ
して正しいことは勇気をもって行う子どもと考えています。そのため、子どもたちの生活の
さまざまな場面で教育行政が一体となり、社会全体ではぐくむことを目指します。
　現行の計画は、平成 27 年度末で終了しますので、今年度は、現計画を見直し、平成 28 年
度からの新計画を策定します。

◆総社市教育振興基本計画の関連する教育委員会の計画

★　総社市スポーツ振興基本計画
★　第 3 次総社市子ども読書活動推進計画
★　総社市子ども・子育て支援事業計画

総社市教育振興基本計画の冊子


